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第１ 大阪府立知的障がい高等支援学校職業学科（本校）入学者選抜 

 

Ⅰ 全般的な事項 

１ 実施計画 

(1) 知的障がいのある生徒が受験者であることを十分に認識し、適性検査等が円滑に実施されるようあらかじめ周 

到な計画を立てること。特に事務の分担（総務、検査用紙の保管と分配、検査監督、計時、誘導、連絡等）につ 

いて十分配慮すること。 

なお、高等支援学校長は、大阪府立知的障がい高等支援学校職業学科入学者選抜（以下、「高等支援選抜」と 

いう。）にあっては１月31日（月）までに、令和４年度高等支援選抜実施計画（様式K201）及び高等支援選抜適 

性検査等実施計画（様式K211）を大阪府教育委員会(以下、「府教育委員会」という。)に提出するものとする。  

大阪府立知的障がい高等支援学校職業学科補充入学者選抜（以下、「高等支援補充選抜」という。）にあって 

は３月17日（木）までに、令和４年度高等支援補充選抜実施計画（様式K202）及び高等支援補充選抜適性検査等 

実施計画（様式K212）を府教育委員会に提出するものとする。 

(2) 申請により承認された配慮事項については、事前に配慮内容を十分に確認するなど、慎重に対応すること。 

(3) 高等支援選抜及び高等支援補充選抜における適性検査（筆答・作業）の受験者数は一室20人を超えないもの 

とし、検査監督者は一室２人以上を原則とする。 

 

２ 適性検査等の会場の整備 

(1) 検査会場の整備等環境条件については、受験者全員に対して差異が生じないよう配慮すること。 

(2) 検査室及びその付近の掲示物等で、適性検査等に関係があると思われるものはあらかじめ取り除いておくこと。 

なお、検査室内で適性検査等の実施時刻を受験者に掲示等により示す場合については、掲示物をあらかじめ準

備する、又は前日に板書して確認するなど、検査室により差異が生じないよう配慮すること。 

(3) 適性検査においては、隣席の者に答案用紙が見えないよう、机の配置等に留意すること。 

(4) 適性検査における検査室については、中学校等の校長から文書（様式自由）による申し出のあった病気等の受 

験者、又は配慮事項申請に基づき府教育委員会より承認を得た受験者に対応する等のため、別途準備しておくこ

と。 

 

３ 適性検査の内容 

(1) 適性検査の内容は、府教育委員会において定める。 

(2) 適性検査は筆答と作業により実施する。 
 

Ⅱ 適性検査及び面接 

１ 適性検査及び面接の実施 

適性検査等は、令和４年度大阪府立知的障がい高等支援学校職業学科入学者選抜実施要項（以下、「実施要項」 

という。）の規定に基づき実施すること。 

時間割は次項「２」によることとし、受験者をグループに分け、グループごとに集合時刻を設けるなど、受験者 

の待機時間が長くならないよう工夫すること。 

なお、集合時刻、当日の携行品等については、あらかじめ受験者に周知すること。 
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２ 適性検査等時間割 

(1) 高等支援選抜 

２月17日（木）［面接時間割］ 

区      分 時 間 時      刻 

グループ①集 合  ８：３０ 

点呼・諸注意・移動 ３０分 ８：３０ ～  ９：００ 

面      接 １０分程度 ９：００ ～実施 

グループ②集 合  ９：３０ 

点呼・諸注意・移動 ３０分 ９：３０ ～ １０：００ 

面      接 １０分程度 １０：００ ～実施 

グループ③集 合  １０：３０ 

点呼・諸注意・移動 ３０分 １０：３０ ～ １１：００ 

面      接 １０分程度 １１：００ ～実施 

グループ④集 合  １２：３０ 

点呼・諸注意・移動 ３０分 １２：３０ ～ １３：００ 

面      接 １０分程度 １３：００ ～実施 

グループ⑤集 合  １３：３０ 

点呼・諸注意・移動 ３０分 １３：３０ ～ １４：００ 

面      接 １０分程度 １４：００ ～実施 

グループ⑥集 合  １４：３０ 

点呼・諸注意・移動 ３０分 １４：３０ ～ １５：００ 

面      接 １０分程度 １５：００ ～実施 

 

２月18日（金）［適性検査時間割］ 

区      分 時 間 時      刻 

集       合     ８：３０ 

点呼・諸注意・移動 ３０分       ８：３０ ～  ９：００ 

第 １ 時 
適性検査（筆答） 

問題配付   ５分      ９：０５ ～  ９：１０ 

検査実施 ４０分      ９：１０ ～  ９：５０ 

答案回収 ５分    ９：５０ ～  ９：５５ 

休憩・待機 １５分 ９：５５ ～ １０：１０ 

第 ２ 時 
適性検査（作業） 

問題配付 ５分 １０：１０ ～ １０：１５ 

検査実施 １０分 １０：１５ ～ １０：２５ 

答案回収 ５分 １０：２５ ～ １０：３０ 

 

 

(2) 高等支援補充選抜 

３月23日（水）［適性検査等時間割］ 

区      分 時 間 時      刻 

集       合    １２：３０ 

点呼・諸注意・移動 ２０分 １２：３０ ～ １２：５０ 

第 １ 時 
適性検査（筆答） 

問題配付   ５分     １２：５５ ～ １３：００ 

検査実施 ３０分     １３：００ ～ １３：３０ 

答案回収   ５分     １３：３０ ～ １３：３５ 

第 ２ 時 
適性検査（作業） 

問題配付 ５分 １３：３５ ～ １３：４０ 

検査実施 ５分 １３：４０ ～ １３：４５ 

答案回収 ５分 １３：４５ ～ １３：５０ 

休憩・移動・待機 １０分 １３：５０ ～ １４：００ 

第 ３ 時 
面     接 

集  合  １４：００ 

点呼・諸注意 

・移動 
２０分 １４：００ ～ １４：２０ 

面  接 １０分程度 
１４：２０ ～ 実施 
・面接終了後に順次解散 
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３ 適性検査等実施の要領及び留意事項 

(1) 点呼等 

ア 集合後、点呼及び班分けを行う。 

イ 次の事項等について、受験者に注意及び指示を与える。 

検査室の場所、検査時間割、受験態度、検査室への携行品、休憩時間中の注意（休憩時間には、受験者は検

査室から出てもよいが、原則として付添い者と面会はできない。）等 

ウ 適性検査の検査室への携行品については次のものに限る。 

(ｱ) 検査時に机の上に必ず置くもの（必ず携行するもの） 

受験票、黒鉛筆（シャープペンシルも可）、消しゴム 

(ｲ) 検査時に机の上に置くことができるもの（携行してもよいもの） 

 a 事前の承認を必要としないもの 

・鉛筆削り（電動式、大型のもの及びナイフ類を除く） 

・時計（計時機能だけのもの） 

・無地のハンカチ（ハンドタオルを含む） 

・ティッシュペーパー（袋又は箱から中身だけ取り出したもの） 

     b 事前の承認を必要とするもの 

      ・辞書 

        受験上の配慮により辞書等の持ち込みを認められた者は、高等支援選抜においては２月16日（水）正 

午まで、高等支援補充選抜においては３月23日（水）の出願時に志願先高等支援学校長に使用辞書を提 

出すること。 

        なお、提出された辞書は、適性検査実施当日の第１時の適性検査（筆答）問題配付と同時に引き渡す。 

      ・障がいのある生徒や日本語指導が必要な帰国生徒等に対する受験上の配慮として必要なもの 

    (ｳ) (ｱ)(ｲ)以外の身の回り品 

      なお、以下のものは検査室へ携行することができない。 

      ・分度器、分度器機能付き定規、計算機 

      ・携帯電話・スマートフォン等の通信機器、ウェアラブル端末、電子辞書、ICレコーダー等の電子機器類 

      また、かばん、服等で、文字や地図等が入っていることにより問題の解答に影響があると考えられるもの 

は、携行又は着用しないこと。 

エ 班ごとに監督者引率のもと、検査室又は面接待機場所へ誘導する。 

(2) 面接 

ア 面接の概要 

  (ｱ) 面接は個人面接とし、保護者同伴を原則とする。やむを得ず保護者以外の者が同伴する場合は、あらかじめ

中学校等の校長からの申し出を受け、高等支援学校長が許可をした者に限り認める。 

(ｲ) 面接時間は１人あたり10分程度とする。 

  (ｳ) 面接員は、２人以上とする。 

  (ｴ) 面接室へ受験票を必ず携行し、その他の携行品については適宜定め、あらかじめ受験者に周知する。 

イ 面接の観点 

(ｱ) 入学の意欲 

(ｲ) 志願する高等支援学校のアドミッションポリシーについての理解 

(ｳ) 将来に向けての学習上や生活上の目標の確かさ 

(ｴ) 自己申告書の記述内容、中学校等における学習状況や活動状況等、その他志願する高等支援学校が必要と 

認めた事項 

ウ 留意事項 

(ｱ) 面接員は服装、受験者に対する態度、言葉遣い等に十分注意すること。 

(ｲ) 受験者の緊張をときほぐすように配慮すること。 

(ｳ) 質問を受けて、受験者が警戒的になったり、面接員の誠意が疑われるような問い方をしないこと。 
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 (ｴ) 受験者が答えている間は傾聴して、その話を中断しないこと。たとえ、受験者が質問の意味を間違えて 

   回答したり、面接員の期待しないことを話し出しても、事情の許す限り最後まで聞くこと。 

 (ｵ) 質問にあたっては、受験者の人権が損なわれないよう十分配慮すること。 

    次の項目に関する質問はしないこと。 

    受験者の思想、生活信条、宗教、支持政党、加入団体、尊敬する人物、本籍、購読新聞、愛読書、 

    血液型、家庭の資産、住居とその環境、家族の学歴・職業・地位・収入、家族関係、家庭環境、 

    生い立ち（生まれ育った所）、最寄り駅等 

(3) 適性検査（筆答・作業） 

ア 監督者は、検査実施前に検査内容を確認し、検査問題配付に誤りのないよう注意すること。 

イ 印刷不鮮明等に備えて、予備の中から監督者用として余分に検査室へ検査問題を持参すること。 

ウ 配慮により別室等で受験を認められた者の検査問題は配慮内容によって異なる場合があるため、配慮内容等 

を確認し、検査問題配付に誤りのないよう注意すること。 

エ 検査問題配付に当たり、受験者に対して検査内容及び検査時間を知らせること。検査問題は、表紙を上にして

閉じたまま配付すること。また、次の事項を周知徹底すること。 

(ｱ) 検査問題の表紙にある「注意事項」及び「検査の説明」をよく読み、監督者の指示により該当欄に受験番 

号を記入すること。また、監督者の指示があるまで中は開かないこと。 

(ｲ) 検査開始の合図により、まず、検査問題用紙等に不備や不足がないことを確認したうえで解答にとりかか     

 ること。不備や不足があった場合は挙手すること。 

(ｳ) 監督者は問題についての質問には一切答えないが、印刷が不鮮明な場合は挙手すること。 

(ｴ) 答案を書き終わっても、検査時間終了までは、退室できないこと。 

(ｵ) 検査終了の合図により、解答をやめ、指示があるまで待機すること。 

(ｶ) 検査問題用紙等は絶対に持ち帰らないこと。 

(ｷ) その他、監督者に連絡があるときは挙手すること。 

オ 検査の開始と終了の時刻を厳守すること。 

カ 検査中は適宜机間巡視を行い、受験番号の記入漏れ及び記入誤りがないよう注意すること。 

キ 検査中の時間の経過について、適当な方法で示すこと。 

ク 他人の答案を窃視する等不正な行為のないよう十分に監督すること。万一、不正行為を発見した場合は、その 

時点から当該受験者を別室で受験させるとともに、校長はその後の対応について府教育委員会と協議すること。 

ケ 落丁、乱丁があった場合は、監督者用の問題用紙等と差し替えること。また、印刷の不鮮明なものがある場合 

は、監督者用のものを質問者に示すこと。 

コ 終了時には必ず検査室において検査問題用紙を回収し、枚数及び受験番号を確認すること。 

サ 検査問題の不備等、不測の事態が発生した場合は、本部と連絡をとり、指示を仰ぐこと。 

(4) 遅刻者の対応 

原則として、面接の遅刻者に対しては、各グループの集合時刻から20分以内、適性検査の遅刻者に対しては、 

適性検査（筆答）の開始から20分以内の者に限り、受験を許可することができる。 

なお、この場合検査時間の延長は認めないこと。 

また、高等支援学校長は、遅刻者への対応について、必要に応じ府教育委員会と協議のうえ、適切に対応する

こと。 
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Ⅲ 適性検査等の成績の取扱い及び合格者の決定等 

１  採点及び評価は、府教育委員会が定めた「採点及び評価基準」によって実施し、機密を保持しながら厳正公平 

に行うこと。 

２ 適性検査等の成績の取扱い及び合格者の決定等 

(1) 実施要項の各規定に基づき公正に行うこと。 

(2) 適性検査については、点数による評価とすること。 

(3) 調査書及び推薦書の記載事項並びに面接・適性検査の結果をもとに総合判定し、募集人員を満たすよう合格 

者を決定する。 

 

Ⅳ その他の留意事項 

１ 適性検査の問題の発表は、行わないこと。 

２ 検査問題等の残部を外部へ出すことは慎むこと。 

３ 府教育委員会が必要により適性検査の答案等の提出を求めることがあるので、あらかじめ承知すること。 

４ 検査会場等における報道機関の取材等は、受験者に悪い影響を及ぼさない範囲内で、高等支援学校長が許可した 

場合に限る。 

５ 検査等実施に当たって事故が発生した場合は、高等支援学校長はその措置状況を府教育委員会に速やかに電話で 

報告し、改めて文書報告すること。 

６ 入学者選抜における受験上の配慮事項については、別表１～別表２（６ページ）に示すとおりとする。 

７ 高等支援学校長は、中学校等の校長から文書（様式自由）による申し出のあった知的障がい以外の障がいを併せ 

有する受験者及び同伴する障がいのある保護者で、面接における配慮を希望する者がいる場合は、府教育委員会と 

協議のうえ適切な配慮を行うことができる。 

なお、中学校等の校長からの申し出については、高等支援選抜は２月２日（水）までの午前10時から午後４時ま 

で、高等支援補充選抜は３月８日（火）から３月14日（月）までの午前10時から午後４時までとする。（土曜日、日 

曜日及び祝日を除く。） 

８ 受験を希望するすべての者に対して、受験機会を保障するという視点に立った学校全体の体制の整備に努め、実 

施要項及び本実施細目の規定に従って適切に実施すること。 

９ 検査中に受験者が声を出す等、他の受験者に著しい影響を及ぼすような事態が生じたときは、当該受験者を別室 
に誘導するなど、適切に対処すること。 
なお、当該受験者の検査は、別室にて続けること。 

 10 入学者選抜の資料を合格者のクラス分けに利用する場合は、あらかじめ合格者及びその保護者にその旨通知して 

おくこと。 
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【別表１】府教育委員会の審査が必要な配慮事項 
Ⅰ 障がいの状況により特に配慮が必要な生徒に対する配慮（様式K501～K503による申請） 

種類 対象者 内容 受験室 

１ 適性検査時

間の延長 

(1) 強度の弱視者で、良い方の眼の矯正視

力が0.15未満の者 

(2) 体幹の機能障がいにより座位を保つこ

とができない者又は困難な者 

(3) 両上肢機能の障がいが著しい者 

(4) その他、障がい等の状況により検査時

間の延長が必要とする者 

各適性検査に規定した検査時間の約1.３倍 

 

別室 

２ 代筆解答 障がいにより、筆記することが不可能又

は困難な者 

(1) 適性検査（筆答）の代筆解答のみ 

(2) 適性検査（筆答）の代筆解答及び適性検査（筆

答）時間の延長（約1.3倍） 

別室 

３ 介助者の 

配置 

 障がいの状況により、受験に際して介助

が必要と認められる者 

(1) 介助のみ 

(2) 介助及び適性検査時間の延長（約1.3倍） 

（注）介助の内容は、別途、中学校等と府教育委

員会とで協議する。 

なお、介助者の配置は、検査室内に原則と

して中学校等教諭を１名とする。 

別室 

４ 問題用紙 

等の変更 

障がい等の状況により、通常の適性検査

問題用紙等による解答が困難な者 

拡大した検査問題用紙等（原則A３判）の使用 
別室 

５ 物品の持込 

 み 

適性検査の実施にあたって、実施細目に

より必ず携行するもの又は携行してもよい

ものと定めたもの以外の物品の持込みを必

要とする者 

物品の持込み 

別室 

 

Ⅱ 日本語指導が必要な帰国生徒等に対する配慮（様式K504～K506による申請） 

種類 対象者 内容 受験室 
１ 適性検査 
の時間の延長 

原則として、中国等から帰国した者又は

外国籍を有する者で、小学校第１学年以上

の学年に初めて編入学した者その他特別な

事情がある者 

適性検査時間の約1.3倍 
 

別室 

２ 辞書持込 上記「１ 適性検査(筆答)時間の延長」を
認められた日本語指導が必要な帰国生徒等

で、辞書持込を希望する者 

受験者が希望する外国語の辞書の持込みを２冊ま

で可能とする（例：日中辞典と中日辞典） 
ただし、和英、英和辞典及び英語が記載されている

ものは適性検査（筆答）では使用できない。 

別室 

３ 自己申告書

の日本語以外

の使用 

自己申告書の日本語以外の使用を希望

する者 
日本語以外で作成した自己申告書を出願前の定め 

られた日（※）までに、府教育委員会に提出する。

その後、志願者は日本語に翻訳し厳封された自己申

告書を受け取り、出願時に志願先高等支援学校へ厳

封された状態で提出する。 

― 

※令和４年度大阪府立知的障がい高等支援学校職業学科入学者選抜は令和４年２月２日（水）までとする。 

 

【別表２】高等支援学校長の判断による配慮事項 

種類 対象者 内容 様式 

１ 別室 障がいの状況や病気等により所定の検

査室において受験できない者（府教育委

員会の審査が必要な配慮事項に申請する

者を除く。） 

(1) 別室による受験 

(2) 休憩時間の延長 

(1)の別室受験を認めた者で、特に必要と認

められる者について、休憩時間を延長すること

も差し支えないが、あらかじめ設定された検査

時間の変更や延長は行わない。休憩時間の延長

を行う場合は府教育委員会に連絡すること。 

様式K511 

２ 座席の 

変更 

障がいの状況や病気等により座席の変

更等を必要とする者 

座席の変更 
― 

３ 補聴器等 

の使用 

補聴器等の使用を必要とする者 補聴器等の使用 
― 

高等支援学校長から府教育委員会への報告について、「１ 別室」は様式K561を使用すること。 
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第２ 大阪府立高等学校に設置する共生推進教室入学者選抜 
 

Ⅰ 全般的な事項 
１ 実施計画 

面接が円滑に実施されるようあらかじめ周到な計画を立てること。特に事務の分担について十分配慮すること。 

なお、高等支援学校長は、設置校の校長を通じて、大阪府立高等学校に設置する共生推進教室入学者選抜（以下「共

生推進教室選抜」という。）の実施計画にあっては、様式K203及び様式K221により、１月31日（月）までに府教育委員

会に提出するものとする。大阪府立高等学校に設置する共生推進教室補充入学者選抜（以下「共生推進教室補充選抜」

という。）の実施計画にあっては、様式K204及び様式K222により、３月17日（木）までに府教育委員会に提出するもの

とする。 
 
２ 面接会場の整備 

(1) 面接会場の整備等環境条件については受験者全員に対して差異が生じないよう配慮すること。 

(2) 面接室及びその付近の掲示物等で、面接に関係があると思われるものはあらかじめ取り除いておくこと。 

 

Ⅱ 面接の実施 
１ 面接の日時等 

面接は出願した設置校で行う。 

各受験者の開始時刻、当日の携行品等については、あらかじめ受験者に周知すること。 

受験者はそれぞれの面接開始時刻の30分前に集合すること。 

 

 (1) 共生推進教室選抜 

    ２月17日（木） 

府立東住吉高等学校 

 時 間 時      刻 

面 接   各人20分 程度 午前９時00分から個人別に実施 

  府立北摂つばさ高等学校 

 時 間 時      刻 

面 接   各人20分 程度 午前９時00分から個人別に実施 

 府立久米田高等学校 

 時 間 時      刻 

面 接   各人20分 程度 午前９時30分から個人別に実施 

府立千里青雲高等学校 

 時 間 時      刻 

面 接   各人20分 程度 午前９時00分から個人別に実施 

府立芦間高等学校 

 時 間 時      刻 

面 接   各人20分 程度 午前９時00分から個人別に実施 

府立枚岡樟風高等学校 

 時 間 時      刻 

面 接   各人20分 程度 午前９時00分から個人別に実施 
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２月 18日（金） 

府立緑風冠高等学校 

 時 間 時      刻 

面 接   各人20分 程度 午前９時00分から個人別に実施 

府立金剛高等学校 

 時 間 時      刻 

面 接   各人20分 程度 午前９時15分から個人別に実施 

府立信太高等学校 

 時 間 時      刻 

面 接   各人20分 程度 午前９時00分から個人別に実施 

府立今宮高等学校 

 時 間 時      刻 

面 接   各人20分 程度 午前９時30分から個人別に実施 

 

(2) 共生推進教室補充選抜 

３月23日（水） 

 時 間 時      刻 

面 接   各人20分 程度 実施校が指定する時間により個人別に実施 

 

２ 面接予備日について 

新型コロナウイルス感染症により、共生推進教室選抜の受験が認められなかった者に対し、以下の日程で面接予備日

を設ける。なお、面接予備日の受験にあたっては別途指示する。 

 

面接予備日の日時等 ２月24日（木） 

 
 時 間 時      刻 

面 接   各人20分 程度 実施校が指定する時間により個人別に実施 

 

３ 面接実施の要領及び留意事項 

(1) 面接は個人面接とし、保護者同伴を原則とする。 
(2) 面接時間は１人当たり20分程度とする。 

(3) 面接は、面接室において教員が複数で担当する。 

(4) 面接室へ必ず携行するものは受験票とし、その他の携行品については適宜定め、あらかじめ受験者に周知する。 

(5) 遅刻者については、当該受験者の面接開始時刻から原則として60分以内の遅刻者に限り、受験を許可することが 

できる。 

 

Ⅲ 合格者の決定 
合格者の決定に当たっては、調査書及び推薦書中の記載事項並びに面接の内容をもとに、次の観点等により総合判定する。 
１ 共生推進教室を設置する高等学校の特色及び共生推進教室の教育課程の理解 

２ 中学校等内外における学習や活動の状況 

３ 様々な事柄に対する興味・関心の広さ 

４ 他の生徒とともに学ぼうとする意欲 

５ 出身中学校等など、地域の関係機関との連携 
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Ⅳ その他の留意事項 

１  報道機関の取材等は、受験者に悪い影響を及ぼさない範囲内で、高等支援学校長が設置校の校長を通じて許可した

場合に限る。 
２  面接実施に当たって事故が発生した場合は、高等支援学校長が設置校の校長を通じてその措置状況を府教育委員会

に速やかに電話で報告し、改めて文書報告すること。 

３  高等支援学校長は、中学校等の校長から文書（様式自由）による申し出のあった知的障がい以外の障がいを併せ有

する受験者及び同伴する障がいのある保護者について、府教育委員会と協議のうえ適切な配慮を行うことができる。 

なお、中学校等の校長からの申し出について、共生推進教室選抜にあっては２月２日（水）までの午前10時から午

後４時まで、共生推進教室補充選抜にあっては３月11日（金）から３月17日（木）までの午前10時から午後４時まで

とし、設置校の校長を通じて行う。（土曜日、日曜日及び祝日を除く。） 

４  高等支援学校長は、病気等のため所定の面接室において受験できない者については、別表２（６ページ）の規定に

従い、適切に対応すること。 

なお、中学校等の校長からの申し出については、設置校の校長を通じて行うこと。 

５  受験を希望するすべての者に対して、中学校等の校長からの連絡内容等を踏まえ、受験機会を保障するという視点に

立った学校全体の体制の整備に努め、実施要項及び本実施細目の規定に従って適切に実施すること。 

６  入学者選抜の資料を設置校における合格者のクラス分けに利用する学校においては、あらかじめ合格者及びその保護

者にその旨通知しておくこと。 

７  面接については、保護者同伴が原則であるが、やむを得ず保護者以外の者が同伴する場合は、あらかじめ、中学校等

の校長が設置校の校長に申し出、高等支援学校長が許可をした者に限り認める。 

 


